
施 行 条 例 骨 子 （ 案 ） に お け る 論 点 に つ い て  

 

（ １ ） 開 示 請 求 手 数 料 （ 法 第 ８ ９ 条 第 ２ 項 ） に 関 す る こ と  

趣 旨  

 開 示 請 求 に お い て ， 文 書 を 交 付 す る 際 の 費 用 の 設 定 を 行 う も の 。  

考 え 方  

 国 の ガ イ ド ラ イ ン ， QA に よ る と ， 手 数 料 は 無 料 と す る こ と も 可

で あ り ， 手 数 料 と は 別 に 実 費 の 徴 収 を 設 定 す る こ と も 可  

⇒ 手 数 料 及 び 実 費 の 徴 収 を そ れ ぞ れ 検 討 す る  

※ 手 数 料 ・ ・ ・ 特 定 の 者 に 提 供 す る 役 務 に 対 し て 徴 収 す る も の （ 地  

       方 自 治 法 第 ２ ２ ７ 条 ） で あ り ， 職 員 の 人 件 費 等 も 勘  

       案 し て 金 額 の 設 定 を 行 い 条 例 等 で 定 め る も の  

 実 費  ・ ・ ・ 上 記 の 手 数 料 以 外 で 受 益 者 に 負 担 を 求 め る も の で ，  

       条 例 等 に 定 め が な い も の  

現 行 の 規 定  

 以 下 の よ う に 規 定 さ れ て い る （ 条 例 第 ３ １ 条 第 １ 項 及 び ２ 項 ）  

手 数 料 ⇒ 徴 収 し な い  

実 費  ⇒ 徴 収 す る  

柏 市 案  

 開 示 請 求 に 係 る 対 応 は ， 特 定 の 者 へ 対 す る 事 務 で は な く ， 市 民 等

一 般 に 適 用 さ れ る 個 人 情 報 保 護 の 仕 組 み の 一 つ で あ る と 考 え て お り ，

制 度 導 入 か ら 今 日 に 至 る ま で ， 考 え 方 の 変 更 は さ れ て い な い 。  

 よ っ て ， 来 年 度 以 降 に 手 数 料 制 を 導 入 す る 理 由 が な い こ と か ら ，

現 行 の 規 定 を 維 持 す る  
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（ ２ ） 開 示 等 請 求 に お け る 不 開 示 情 報 の 範 囲 （ 法 第 ７ ８ 条 第 ２ 項 ）

に 関 す る こ と  

趣 旨  

 各 自 治 体 の 情 報 公 開 条 例 で 開 示 さ れ る 部 分 と ， 個 人 情 報 保 護 法 で

不 開 示 に な る 部 分 （ 以 下 ， 「 不 整 合 部 分 」 ） の 調 整 を 図 る も の  

考 え 方  

 不 整 合 部 分 は ， 以 下 の 通 り で あ る  

１  公 務 員 等 の 職 務 遂 行 情 報 に お け る ， 当 該 公 務 員 等 の 氏 名  

２  公 務 員 等 以 外 の 者 で あ っ て ， 実 施 機 関 の 行 う 事 務 事 業 で 予 算 の

執 行 を 伴 う 情 報 の う ち ， 当 該 者 の 職 及 び 氏 名 並 び に 当 該 予 算 執 行

の 内 容 に 係 る 部 分  

 ⇒ こ れ ら の 情 報 に つ い て ， 施 行 条 例 に お い て 開 示 さ れ る 規 定 を 設

け る か 検 討 す る 。  

現 行 の 規 定  

 上 記 １ 及 び ２ に つ い て ， 情 報 公 開 条 例 と 同 じ 規 定 が 置 か れ て い る

（ 条 例 第 １ ８ 条 第 ３ 号 ウ 及 び エ ） 。  

柏 市 案  

 上 記 １ に つ い て は ， 現 行 を 維 持 し ， 開 示 さ れ る 旨 を 施 行 条 例 で 定

め る 。  

 上 記 ２ に つ い て は ， 食 糧 費 や 会 場 使 用 料 の 支 出 の 伴 う 会 議 の 出 席

者 が 記 載 さ れ た 文 書 や ， 交 際 費 等 の 支 出 が あ っ た 際 の 文 書 が 想 定 さ

れ る 。  

 当 該 文 書 を 開 示 す る 規 定 に つ い て は ， 行 政 の 透 明 性 や 説 明 責 任 の

担 保 の 観 点 か ら は 効 果 的 で あ る と 考 え る 。  

 一 方 ， 保 有 個 人 情 報 の 開 示 請 求 に お い て は ， 請 求 者 本 人 の 情 報 が

記 載 さ れ た 文 書 を 請 求 対 象 と す る も の で あ る た め ， 当 該 上 記 ２ で 開

示 ・ 不 開 示 を 判 断 す る 文 書 は 想 定 さ れ な い 。  

 よ っ て ， 施 行 条 例 で は 定 め な い 。  

 

 

 

 

 



（ ３ ） 開 示 請 求 等 の 手 続 （ 第 １ ０ ８ 条 ） に 関 す る こ と  

趣 旨  

 開 示 請 求 等 の 手 続 に 関 し て ， 法 に 反 し な い 範 囲 で 規 定 す る こ と が

で き る も の  

考 え 方  

 開 示 請 求 を 受 け た 際 の 開 示 決 定 等 の 期 限 に つ い て ， 法 で は 「 開 示

請 求 の あ っ た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 」 と さ れ て い る 。  

⇒ 法 の 規 定 通 り ３ ０ 日 と す る か ， さ ら に 短 縮 す る か を 検 討 す る  

現 行 の 規 定  

 開 示 請 求 の あ っ た 日 か ら 起 算 し て １ ５ 日 以 内 に 決 定 す る （ 条 例 第

２ ３ 条 ）  

柏 市 案  

 こ れ ま で も １ ５ 日 以 内 の 期 限 で 処 理 で き て お り ， 法 の 適 用 後 も 開

示 決 定 等 を 行 う 事 務 プ ロ セ ス に は 大 き な 変 更 が な い た め ， 従 来 と 同

様 の 期 限 と す る  

 ま た ， 法 に お い て ， 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 著 し く 大 量 で あ る

た め ， 開 示 請 求 が あ っ た 日 か ら ６ ０ 日 以 内 に そ の 全 て に つ い て 開 示

決 定 等 を す る こ と に よ り 事 務 の 執 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が

あ る 場 合 に 特 例 的 に 相 当 の 期 限 延 長 （ 以 下 「 特 例 延 長 」 ） を す る こ

と が で き る と さ れ て い る と こ ろ ， 地 方 公 共 団 体 が 条 例 で 定 め る こ と

に よ り ， 基 準 日 を ６ ０ 日 よ り 短 い 期 間 と す る こ と も で き る と さ れ て

い る 。   

 当 該 特 例 延 長 の 基 準 日 に つ い て も ， 現 行 の 運 用 で あ る 「 開 示 請 求

が あ っ た 日 か ら 起 算 し て ４ ５ 日 以 内 」 と 同 様 の 期 限 と す る 規 定 を 設

け る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



（ ４ ） 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 関 す る 契 約 手 数 料 （ 法 １ １

９ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 ）  

趣 旨  

 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に 係 る 提 案 募 集 等 の 制 度 を 導 入 し た 場 合

の 手 数 料 を 定 め る も の  

※ 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 ・ ・ ・ 特 定 の 個 人 が 識 別 さ れ な い よ う に

加 工 し て 得 ら れ た デ ー タ 。 民 間 事 業 者 か ら デ ー タ 利 用 の 提 案 を 募 集

し ， 提 案 内 容 を 審 査 し た 上 で 加 工 範 囲 を 設 定 し 提 供 を 行 う こ と が で

き る 。  

考 え 方  

 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に 係 る 制 度 の 実 施 は ， 柏 市 に お い て は 任

意 で あ る 。  

⇒ 柏 市 に お い て 当 該 制 度 を 導 入 す る 必 要 性 等 を 検 討 す る  

現 行 の 規 定  

な し  

柏 市 案  

 当 該 制 度 の 必 要 性 ， 導 入 ま で 相 当 の 時 間 を 要 す る こ と 等 か ら ， 条

例 施 行 時 で の 導 入 を 見 送 る こ と と す る 。  

 な お ， 都 道 府 県 及 び 政 令 指 定 都 市 に お い て は 実 施 が 義 務 付 け ら れ

て い る た め ， 全 国 の 事 例 を 確 認 し な が ら 継 続 し て 検 討 し て い く 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ ５ ） 「 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 」 の 内 容 （ 法 第 ６ ０ 条 第 ５ 項 ）  

趣 旨  

 法 で 定 め ら れ て い る 要 配 慮 個 人 情 報 に つ い て ， 自 治 体 で 独 自 の 定

義 を 追 加 す る こ と が で き る も の  

考 え 方  

 要 配 慮 個 人 情 報 と は ， 不 当 な 差 別 ， 偏 見 そ の 他 の 不 利 益 が 生 じ な

い よ う に そ の 取 扱 い に 特 に 配 慮 を 要 す る も の と し て 政 令 等 で 定 め ら

れ た 情 報 で あ る 。  

 た だ し ， 施 行 条 例 に お い て 取 得 や 取 り 扱 い に 制 限 を 設 け る こ と は

許 容 さ れ て い な い 。  

⇒ 以 上 の 状 況 を 踏 ま え ， 必 要 性 を 検 討 す る  

※ 要 配 慮 個 人 情 報 と し て は ， 本 人 の 人 種 ， 信 条 ， 社 会 的 身 分 ， 病 歴 ，

犯 罪 の 経 歴 ， 犯 罪 に よ り 害 を 被 っ た 事 実 の 他 ， 政 令 に よ り 以 下 の も

の が 定 義 さ れ て い る 。  

一  身 体 障 害 ， 知 的 障 害 ， 精 神 障 害 （ 発 達 障 害 を 含 む 。 ） そ の 他 の  

 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 心 身 の 機 能 の 障 害 が あ る こ と 。  

二  本 人 に 対 し て 医 師 そ の 他 医 療 に 関 連 す る 職 務 に 従 事 す る 者 （ 次  

 号 に お い て 「 医 師 等 」 と い う 。 ） に よ り 行 わ れ た 疾 病 の 予 防 及 び  

 早 期 発 見 の た め の 健 康 診 断 そ の 他 の 検 査 （ 同 号 に お い て 「 健 康 診  

 断 等 」 と い う 。 ） の 結 果  

三  健 康 診 断 等 の 結 果 に 基 づ き ， 又 は 疾 病 ， 負 傷 そ の 他 の 心 身 の 変  

 化 を 理 由 と し て ， 本 人 に 対 し て 医 師 等 に よ り 心 身 の 状 態 の 改 善 の  

 た め の 指 導 又 は 診 療 若 し く は 調 剤 が 行 わ れ た こ と 。  

四  本 人 を 被 疑 者 又 は 被 告 人 と し て ， 逮 捕 ， 捜 索 ， 差 押 え ， 勾 留 ，  

 公 訴 の 提 起 そ の 他 の 刑 事 事 件 に 関 す る 手 続 が 行 わ れ た こ と 。  

五  本 人 を 少 年 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 六 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項  

 に 規 定 す る 少 年 又 は そ の 疑 い の あ る 者 と し て ， 調 査 ， 観 護 の 措 置 ，  

 審 判 ， 保 護 処 分 そ の 他 の 少 年 の 保 護 事 件 に 関 す る 手 続 が 行 わ れ た  

 こ と 。  

現 行 の 規 定  

 同 様 の 趣 旨 で あ る 情 報 と し て ， 「 思 想 ， 信 条 等 に 関 す る 個 人 情 報 」

と し て 定 義 し て お り ， 法 令 等 の 根 拠 あ る い は 審 議 会 へ の 諮 問 を 経 た

上 で な い と 取 得 す る こ と が で き な い 。 ま た ， 情 報 を 個 別 に 列 挙 し て



い な い 。  

柏 市 案  

 施 行 条 例 に お い て 取 得 や 取 り 扱 い に 制 限 を 設 け る こ と は 許 容 さ れ

て い な い こ と か ら ， 要 配 慮 個 人 情 報 に 独 自 の 情 報 を 追 加 す る こ と

に よ る 実 質 的 な 意 味 は 薄 い こ と に 加 え ， そ れ で も な お 情 報 を 追 加

す る 柏 市 独 自 の 事 情 や 情 報 も 認 め ら れ な い こ と か ら ， 施 行 条 例 で

は 定 め な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


